
門
旬
建
の
自
序
が
あ
る
。
京
井
町
民
陀
兵
衛
位
。
。
、
関
闘
は
大
坂
ひ
・
.
巾
心
に
・
市
.H内
…
倍
、
胤
取
は
政
・
K
年
御
技
持
人
十
村
に

F
A
、
.
天
保
十
年
滋
限

L
.

す
み
屯
川
は
、
明
治
巾
即
め
て
北
屯
川
と
縛
し
た
ο

-

キ
会
パ
会
ケ
シ
ョ
ウ
北
畠
定
牒
正
三
年
治
内
奥
州
か
ら
江
戸
に
及
ん
で
前
納
し
れ
J

・Q

抗
し
化
前
航
海
内
六
年
J
1
1
月
十
一

.
H七
十
八
前
℃
間
伐
し
た
o
M
広
キ
タ
モ
リ
モ
ト
北
森
下
河
北
出
.
孔
ヶ
陀
に
踊
亘

辺
段
銭
前
.
M
問
役
引
付
に
、
わ
ら
れ
川
流
民
文
州
市
筑
前
人
治
は
北
倒
的
の
読
で
あ
ら
う
か
L
f
・

い

ふ

。

山

県

今

・

均

的

・

κ慨
に
受
け
‘
父
山
口
川
山
滞
間
大
野
ゑ
一
ず
ろ
邸
前
ω

宝

殿
町
州
北
仏
陀
段
銭
之
と
あ
る
北
た
の
所
花
は
明
キ
タ
マ
ル
ヤ
マ
北
岡
山
里
郎
巾
町
お
の
郎
の
門
に
号
、
限
柄
の
怒
川
崎
枇
や
設
け
、
門
一
キ
タ
ヤ
ス
ダ
北
安
田
行
川
市
山
お
に
倒
ナ
一

ら
か
で
な
い
。
江
泊
山
大
山
村
か
と
焼
ふ
も
の
も
あ
部
許
制
山
は
、
明
治
巾
之
や
北
側
山
し
し
股
都
し
h
i
u
-

前
の
一
札
凶
錨
M

似合一肌

L
て
そ
の
北
九
川
枇
に
尽
や
・

ω民
一
る
邸
前
。
縞
織
・
舟
橋
・
尚
見
・
妙
林
・
野
々
一
稿
絡
の
伐
一

る

が

磯

伐

と

は

い

へ

ぬ

。

キ

タ

ム

ラ

エ

ジ

ヨ

ウ

北

村

恵

乗

'
d
m
N名
村
に
授
け

L
め
止
u

一

村

が

あ

る

。

一

キ
タ
ハ
マ
北
濁
江
泊
部
で
は
郷

EH・P-失
う
一
民
の
一
一
代

nで
、
初
め
さ
花
衛
門
と
都
し
た

0
2ム
キ
タ
ム
ラ
ダ
イ
ザ
夕
、
北
村
大
作
取
仰
の
人
。
一
キ
タ
ヤ
ス
ダ
ホ
北
安
田
保
石
川
部
に
在
っ
た
よ

た
か
ら
、
滞
政
時
代
で
は
か
う
し
た
阪
分
が
用
ひ
ら
一
よ
り
仰
門
に
郎
依
し
、
四
十
歳
の
切
万
や
隣
別
し
、
一
欄
械
の
お
訟
や
利
川
俳
艇
に
限
び
、
沈
政
十
年
初
秋
三
コ
宮
市
記
に
拍
安
川
保
が
見
え
、
今
枯
安
川
村
が
あ
一

れ
た
o
北
部
は
北
部
泌
と
も
い
う
て
、
械
室
?
片
…
家
主
一
一
代
彦
左
衛
門
に
誠
・
り
、
問
・
方
等
に

.m-り
剃
混
一
鈴
鎖
骨
卯
民
山
制
品
川
院
に
奉
納
し
た
0

7

0

0

一

野
・
黒
附
・
擦
問
・
縮
政
・
小
関
・
川
尻
・
大
出
・
千
附
・
照
一
し
て
制
服
莱
と
稽
し
、
泉
野
玉
泉
寺
門
前
及
び
卯
以
最
一
キ
タ
ム
ヲ
ハ
チ
ベ

Z

北
村
八
兵
衛
前
川
利
旧
民
一
キ
タ
ヤ
マ
北
山
・
珠
洲
郎
若
山
肢
に
邸
す
む
郎
一

部
・
宮
地
・
野
削
・
篠
原
・
潮
祁
・
小
関
辻
・
・
耐
陪
・
伊
切
一
勝
寺
門
内
に
草
踏
や
・
結
ん
で
住
ん
だ
。
泌
飛
傍
ら
利
一
に
仕
へ
、
猪
突
入
兵
衛
の
知
行
七
百
行
奇
襲
ぎ
、
次
一
稿
。
一

の
十
七
ヶ
村
荷
台
む
訟
併
で
あ
る
。
般
を
好
み
、
仙
一
制
御
所
に
双
十
首
の
詠
・
作
一
・
よ
り
、
椛
山
一
い
で
そ
の
致
仕
料
一
六
百
三
十
石
脅
加
へ
、
叉
一
腿
増
純
一
キ
タ
ヨ
コ
ネ
北
一
横
根
川
"
柏
市
井
上
院
に
制
-T
一

キ
タ
ハ
ラ
北
原
江
泊
榔
熊
坂
の
内
の
小
学
。
山
城
守
任
風
に
前
向
の
猫
的
脅
呈
し
た
。
後
に
近
江
一
し
て
千
五
円
行
に
・
ポ
.
っ
た
が
、
利
長
の
伏
見
に
於
い
一
ろ
部
前
。
一

，
キ
タ
ヒ
ヨ
リ
北
田
和
句
窓
庵
悠
平
の
編
し
た
~
舟
木
村
間
光
寺
や
-W興
し
、
ま
た
伊
勢
調
日
取
寺

t
o
一
て
撚
勘
助
や
成
敗
し
よ
う
と
し
た
時
、
八
兵
術
そ
の
一
キ
タ
ヨ
シ
ダ
北
吉
田
羽
咋
榔
捌
松
郷
に
樹
ナ
一

俳
句
集
で
あ
る
。
筋
一
編
は
腿
腿
一
一
年
秋
に
附
て
、
招
か
れ
て
之
に
住

L
た
が
、
伽
慌
の
般
州
諸
し
か
っ
一
任
に
泊
。
、
向
ら
泊
っ
て
足
一
指
に
似
づ
き
、
相
官
日
夜
…
る
世
間
川
は
、
明
治
巾
に
黙
っ
て
北
青
山
と
殴
め
ら
れ
一

梅

磁

の

股

が

あ

り

、

第

一

一

編

は

腿

邸

三

一

年

仲

春

に

出

一

た

錦

、

法

務

総

・

源

氏

物

税

制

守

守

護

で

て

資

や

得

、

一

し

た

。

一

た

。

一

て
、
井
県
の
停
が
あ
り
、
第
一
一
一
編
は
明
治
四
年
の
一
良
一
途
に
再
建
の
功
脅
塗
げ
、
本
保
光
年
間
月
十
九
日
六
一
キ
タ
ム
ラ
へ
イ
ナ
イ
北
村
平
内
胤
均
榔
一
一
一
附
一
キ
タ
リ
ュ
ウ
ガ
バ
バ
北
龍
ヶ
馬
場
↓
リ
ュ
ウ
一

に
問
て
.
金
石
の
序
が
あ
る
。
版
元
政
び
に
不
明
。
一
十
一
丸
山
威
令
-
以
て
沼
化
L
た
o
梁
ず
ろ
に
、
泌
礎
的
快
一
の
人
o
幼
か
円
安
仲
。
一
川
雄
十
年
尖
狐
況
の
後
-P・
織
い
一
ガ
パ
バ
飽
ヶ
M

抑

制

倒

。

一

祭
・
は
後
の
説
突
で
あ
る
。
一
令
一
の
停
に
、
一
名
永
信
良
と
い
ひ
、
語
字
以
て
能
↑
で
無
制
御
技
持
人
と
な
り
、
本
保
十
年
以
降
三
ぷ
一
キ
タ
ロ
タ
マ
イ
マ
チ
北
大
日
枝
町

J
ミ
ナ
ミ
ロ
一

キ
タ
ヒ
ロ
ヲ
カ
北
鹿
岡
石
川
郷
戸
板
郷
に
鴎
ト
附
・
浅
井
政
お
と
共
に
岱
時
の
慾
人
と
僻
併
せ
ら
れ
、
一
守
山
口
し
て
漆
仰
の
揃
池
や
・
邸
前
遣
し
た
0

・

川

交

流

年

七

十

グ

マ

イ

マ

チ

前

六

枚

町

。

一

ず

る

部

帯

。

一

元

総

十

苛

一

年

官

公

入

百

年

忌

に

玉

泉

寺

の

m
H
附

に

参

一

月

七

十

七

政

や

・

以

て

娘

。

一

キ

タ

ワ

キ

ザ

キ

北

脇

崎

刑

制

咋

部

前

部

の

-m統一

キ
タ
プ
タ
ロ
北
袋
湖
北
部
湯
涌
郷
に
臨
す
る
お
し
、
七
挽
夜
に
濁
吟
千
句
-
荷
物
・
ね
た
と
あ
ろ
o
こ

一

キ

タ

ム

ラ

ヤ

シ

ヤ

リ

ヨ

ウ

北

村

屋

舎

涼

金

持

一

商

方

に

あ

る

岬

。

一

都

前

。

一

の

快

金

は

印

ち

北

村

山

郡

莱

と

M
一
人
で
あ
ら
、
。
一
の
俳
人
ω
姐
掛
奥
お
衛
門

o
m涼
に
次
い
で
刊
一
鶴
間
一
キ
タ
ヲ
カ
カ
ツ
ユ
キ
喜
多
岡
勝
之
泌
栴
似
峨
。
一

キ
タ
プ
タ
ロ
ジ
ヨ
ウ
北
袋
械
湖
北
部
湯
滴
郷
一
キ
タ
ム
ラ
サ
プ
ロ
エ
モ
ン
北
村
三
郎
右
衛
門
一
七
代
や
鎚
附
し
た
ω

一
安
永
元
年
養
父
学
兵
衛
勝
友
の
泊
知
の
内
町
行
令
一
建
一

拍
鎚
村
口
の
北
の
山
に
あ
る
長
一
町
牢
幅
宇
町
許
の
一
初
計
作
内
。
陪
制
限
に
於
い
て
前
川
利
山
本
に
仕
ヘ
1

勉
…
キ
タ
ム
ヲ
ヤ
ヒ
コ
Z

モ
ン
喜
多
村
展
審
右
衛
門
一
ぎ
‘
小
松
御
府
組
に
班
し
た
が
、
九
年
十
一
…
月
一
千
仔
一

地
だ
と
も
、
叉
は
村
閲
に
在
る
十
間
に
十
士
一
ご
一
閥
惣
詐
川
の
一
前
府
.
巾
巾
に
在
る
と
き
.
刊
斤
.
石h

地
だ
と
も
い
ひ
、
文
一
一
献
に
は
北
袋
の
上
な
る
町
村
一
り
、
遂
に
千
三
十
石
脅
領
し
、
致
仕
の
後
宗
市
と
娘
一
で
、
築
純
聞
や
持
続
ん
だ
が
、
明
治
の
初
に
退
去
し
た
o
一
刑
と
な
っ
た
。
後
天
明
…
九
年
宥
さ
れ
て
新
番
に
列
し
、
一

の
波
山
に
あ
っ
て
御
跡
諮
城
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
と
一
し
て
三
百
一
…
十
石
荷
受
け
た
o
系
綿
に
一
三
郎
右
衛
門
て
」
の
去
の
約
一
刷
成
れ
衛
門
の
究
成
次

キ
タ

--------


